
▪
第
１
次
試
験

▼
期
日
＝
10
月
18
日
（
日
）　

▼
場
所
＝

市
役
所　

▼
試
験
内
容
＝
教
養
試
験
・

専
門
試
験
・
事
務
適
性
検
査
・
職
場
適

応
性
検
査

▪
第
２
次
試
験

　

第
１
次
試
験
の
合
格
者
を
対
象
に
、
面

接
試
験
を
実
施
／
期
日
・
場
所
は
後
日
通

知▪
申
し
込
み

　

受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、持
参
ま
た
は
郵
送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
て
／
募
集
要
項
、受
験
申
込
書
な
ど
は

市
役
所
人
事
課
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み

は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
案
内

▪
受
付
期
間

　

９
月
１
日（
火
）～
18
日（
金
）／
土
・
日

曜
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

／
郵
送
は
９
月
18
日（
金
）消
印
有
効

▪
そ
の
他

◦
地
方
公
務
員
法
第
16
条
（
欠
格
条
項
）

に
該
当
す
る
方
、
外
国
籍
の
方
で
永
住

者
ま
た
は
特
別
永
住
者
の
在
留
資
格
の

な
い
方
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

◦
採
用
後
の
給
与
は「
田
原
市
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
支
給
し

ま
す
。

◦
外
国
籍
の
方
は
、
採
用
後
の
任
用
に
一

部
制
限
が
あ
り
ま
す
。

募
集

W
A
N
TED

田
原
市
職
員

（
平
成
28
年
４
月
１
日
採
用
予
定
）

▪
募
集
内
容

▼
職
種
＝
技
術
職
（
建
築
・
有
資
格
者
）

▼
採
用
予
定
人
数
＝
若
干
名　

▼
資
格

要
件
＝
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
１
級
建
築
施
工
管
理
技

士
ま
た
は
建
築
士
（
１
級
ま
た
は
２
級
）

の
資
格
を
有
す
る
方

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
人
事
課

（
〒
４
４
１

－
３
４
９
２　

住
所
不
要
）

☎
23
局
７
４
０
４

23
局
０
１
８
０

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp/

田
原
市
民
ま
つ
り

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

田
原
市
民
ま
つ
り
を
「
市
民
が
つ
く

る
市
民
の
た
め
の
ま
つ
り
」
と
す
る
た

め
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま

す
。

▼
対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
15

歳
以
上
の
方
（
グ
ル
ー
プ
で
の
申
し
込
み

可 

※
中
学
生
を
除
く
）　

▼
ま
つ
り
日
程

＝
10
月
25
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
４

時
ご
ろ　

▼
活
動
日
時
＝
10
月
25
日（
日
）

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分
ご
ろ　

▼
活
動
内
容
＝
来
客
者
対
応
、
も
ち
投
げ

補
助
、
会
場
管
理
お
よ
び
イ
ベ
ン
ト
の
盛

り
上
げ　

▼
定
員
＝
20
名
程
度　

▼
申
し

※財源確保のため、有料広告として掲載しています。▶広報秘書課☎22局0138

込
み
＝
９
月
30
日
（
水
）
ま
で
に
商
工
観

光
課
に
あ
る
申
込
用
紙
（
田
原
市
民
ま
つ

り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
直
接

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
・
郵
送
に
て

▼
そ
の
他
＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
証
明
書
を
発

行
／
当
日
は
主
催
者
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保

険
に
加
入

▼
田
原
市
民
ま
つ
り
推
進
協
議
会
事
務
局

（
商
工
観
光
課
内
）

（
〒
４
４
１

－

３
４
９
２　

住
所
不
要
）

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

syoko@
city.tahara.aichi.jp

http://tahara-fes.sakura.ne.jp/
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